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 4 月 8 日（月）、滋賀大学は近畿税理士会（大阪市中央区、会長・石原健次氏）と包括的連携協

力に関する協定を締結しました。 

 

［概要］  

 近畿税理士会は、大阪国税局の管轄となる近畿２府４県の税理士が所属し、税務相談や税務支

援、創業に関する相談、中小企業支援など多岐にわたる事業を通じて社会に貢献しています。ま

た、小学校をはじめ中学校・高等学校・大学等の「租税教室」へ講師を派遣するなど、地域社会の

租税教育も担っています。 

今回の協定は、両者の知的・人的資源を結集して、双方の発展と活力ある地域づくりを進める

とともに、地域経済の発展、学術研究機能の向上と人材の育成に寄与することを目的としていま

す。 

 

［概今 について  

今年度秋学期には、同会による協力講義の開講を予定しており、同会所属の実務経験豊富な税

理士が講師として登壇し、学生たちに会計、租税法及び租税実務等に関する実践的な知識を提供

することにより、本学における租税法教育の一層の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近畿税理士会と包括的連携協定を締結 

―令和 6年度秋学期に協力講義を開講― 

●本件に関するお問い合わせ 

 滋賀大学産学公連携推進課 担当：吉永 

 TEL：0749-27-1279 E-mail：soc-coop@biwako.shiga-u.ac.jp 

竹村彰通学長（左）と石原健次会長 関係者との記念撮影 


